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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の製品、サービスまたはブランドに関する消費者の好みを市場調査データとして収
集するデータ収集方法において、
　可搬型使用者器具の使用者がその可搬型使用者器具を使用することにより生成される内
容を前記可搬型使用者器具内の感知検出手段により監視して、あらかじめ定められた単語
、フレーズ、名前またはコンセプトの少なくともひとつを含む内容データを検出するとと
もに、前記感知検出手段により、前記内容の生成に関連する前記可搬型使用者器具の機能
を監視して、その機能に関するデータである機能データを検出し、
　前記生成された内容、前記内容データおよび前記機能データに基づいて、前記可搬型使
用者機器内の処理装置により、前記可搬型使用者器具を前記使用者がどのように使用して
いるかを示す使用データを生成し、
　この使用データまたはこの使用データを前記処理装置によりさらに処理して得られる前
記使用者による前記可搬型使用者器具の少なくともひとつの使用傾向を示す傾向データを
、前記可搬型使用者器具内の通信インタフェースにより、前記可搬型使用者器具とは別に
設けられる使用データ処理設備に伝達し、
　前記使用データ処理設備では、前記可搬型使用者器具から伝達された前記傾向データ、
または前記可搬型使用者器具から伝達された前記使用データを処理して得られる傾向デー
タを前記市場調査データとして用い、前記使用者の好みの判定に利用する
　ことを特徴とするデータ収集方法。
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【請求項２】
　請求項１記載のデータ収集方法において、前記通信インタフェースは、装置間通信また
は無線ネットワーク接続により前記使用データまたは前記傾向データの伝達を行うことを
特徴とするデータ収集方法。
【請求項３】
　請求項２記載のデータ収集方法において、前記可搬型使用者器具は、携帯電話、携帯情
報端末、ノート型コンピュータ、ラップトップ型コンピュータ、ＰＣＳ装置、および双方
向無線機のひとつを有することを特徴とするデータ収集方法。
【請求項４】
　請求項３記載のデータ収集方法において、前記感知検出手段の動作は前記処理装置によ
り実行されることを特徴とするデータ収集方法。
【請求項５】
　請求項１記載のデータ収集方法において、前記機能データは、使用された機能のタイプ
を示すデータ、その機能の使用の時を示すデータ、その機能の使用時間長を示すデータ、
および前記可搬型使用者器具の使用に伴うメッセージの送信または受信を行う通信インタ
フェースの使用に関するデータを含むことを特徴とするデータ収集方法。
【請求項６】
　請求項５記載のデータ収集方法において、前記通信インタフェースの使用に関するデー
タは、前記メッセージが通信された時、前記メッセージのサイズおよび前記メッセージの
宛先に関するデータを含むことを特徴とするデータ収集方法。
【請求項７】
　請求項１記載のデータ収集方法において、前記内容データは、前記生成された内容の主
題に関するデータを含むことを特徴とするデータ収集方法。
【請求項８】
　請求項１記載のデータ収集方法において、前記使用データ処理設備は処理装置を有する
ことを特徴とするデータ収集方法。
【請求項９】
　請求項１記載のデータ収集方法において、前記可搬型使用者器具の使用に伴って、前記
可搬型使用者器具を使用する使用者が誰であるかを評価するデータを収集することを特徴
とするデータ収集方法。
【請求項１０】
　可搬型使用者器具と、
　この可搬型使用者器具とは別に設けられ、前記可搬型使用者器具を使用者が使用するこ
とで生成されるデータを、特定の製品、サービスまたはブランドに関する消費者の好みを
示す市場調査データとして収集する使用データ処理設備と
　を備え、
　前記可搬型使用者器具には、
　可搬型使用者器具の使用者がその可搬型使用者器具を使用することにより生成される内
容を監視して、あらかじめ定められた単語、フレーズ、名前またはコンセプトの少なくと
もひとつを含む内容データを検出するとともに、前記内容の生成に関連する前記可搬型使
用者器具の機能を監視して、その機能に関するデータである機能データを検出し、前記生
成された内容、前記内容データおよび前記機能データに基づいて、前記可搬型使用者器具
を前記使用者がどのように使用しているかを示す使用データを生成する監視手段と、
　この使用データまたはこの使用データをさらに処理して得られる前記使用者による前記
可搬型使用者器具の少なくともひとつの使用傾向を示す傾向データを、前記使用データ処
理設備に伝達する通信インタフェースと
　を備え、
　前記使用データ処理設備は、前記可搬型使用者器具から伝達された前記傾向データ、ま
たは前記可搬型使用者器具から伝達された前記使用データを処理して得られる傾向データ
を前記市場調査データとして用い、前記使用者の好みの判定に利用する
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　ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のデータ収集システムにおいて、前記通信インタフェースは、装置間通
信または無線ネットワーク接続により前記使用データまたは前記傾向データの伝達を行う
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項１２】
　請求項１１記載のデータ収集システムにおいて、前記可搬型使用者器具は、携帯電話、
携帯情報端末、ノート型コンピュータ、ラップトップ型コンピュータ、ＰＣＳ装置、およ
び双方向無線機のひとつを有することを特徴とするデータ収集システム。
【請求項１３】
　請求項１２記載のデータ収集システムにおいて、前記監視手段の動作が、前記可搬型使
用者器具の処理装置により実行されることを特徴とするデータ収集システム。
【請求項１４】
　請求項１０記載のデータ収集システムにおいて、前記機能データは、使用された機能の
タイプを示すデータ、その機能の使用の時を示すデータ、その機能の使用の時間長を示す
データ、および前記可搬型使用者器具の使用に伴うメッセージの送信または受信を行う通
信インタフェースの使用に関するデータを含むことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のデータ収集システムにおいて、前記通信インタフェースの使用に関す
るデータは、前記メッセージが通信された時、前記メッセージのサイズおよび前記メッセ
ージの宛先に関するデータを含むことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項１６】
　請求項１０記載のデータ収集システムにおいて、前記内容データは、前記生成された内
容の主題に関するデータを含むことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項１７】
　請求項１０記載のデータ収集システムにおいて、前記監視手段は、前記可搬型使用者器
具を使用する使用者が誰であるかを評価するデータを収集する機能を有することを特徴と
することを特徴とするデータ収集システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　可搬型使用者器具（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｕｓｅｒ　ａｐｐｌｉａｎｃｅ、「ＰＵＡ」と
もいう）の使用を監視するための方法およびシステムを開示する。
【背景技術】
【０００２】
　メディア組織、市場売買人、広告主等は、メディア、広告および製品について、消費者
の意見、好み、信条および感覚に興味をもっている。これらの事柄についての消費者の見
解を知るため、種々の方法が用いられている。しかし、それらの方法は、実行するには比
較的費用がかかり、そのようにして得られた見解が偏っていないかどうかは疑問である。
なぜなら、多くの消費者は、あからさまな質問に応答するときには、本当の見解を表現す
るのをためらう可能性があるからである。したがって、そのような事項について消費者の
見解を得るためのあまり費用のかからない方法であって、そのような見解を偏ることのな
いように率直に提供する傾向のある方法が有利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本出願においては、以下の用語および定義を用いるものとする。
【０００４】
　ここで用いる「データ」という用語は、あらゆる兆候（ｉｎｄｉｃｉａ）、信号（ｓｉ
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ｇｎａｌｓ）、印（ｍａｒｋｓ）、表象（ｓｙｍｂｏｌｓ）、領域（ｄｏｍａｉｎｓ）、
表象の集合（ｓｙｍｂｏｌ　ｓｅｔｓ）、説明（ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ）およ
び他のあらゆる情報を表現する物理的形態を意味し、恒久的なものでも一時的なものでも
よく、可視、可聴、音響、電気、磁気、電磁気または他の方法のいずれで示されるもので
もよい。「データ」という用語は、ひとつの物理形態におけるあらかじめ定められた情報
を表現するために使用され、異なる単数または複数の物理形態における対応する情報につ
いて、どのようなものでも、すべての表現を包含するものとみなすことにする。
【０００５】
　ここで用いる「メディア・データ」および「メディア」という用語は、空中を経由して
、または、ケーブル、衛星、ネットワーク、相互に接続されたネットワーク（インターネ
ットを含む）を経由して広く利用できるデータを意味し、印刷物、展示物、記憶媒体で頒
布された物、または何らかの他の人間が知覚できる手段または技術によるものであって、
そのようなデータの形態または内容は考慮せず、音声（ここでいう「音声」は可聴帯域の
信号を意味し、人間の声に限定されるものではない）、映像、音声／映像、文章、文字、
心象、アニメーション、データベース、放送、展示（映像表示、ポスターおよび広告板を
含むが、これらに限定されるものではない）、記号、信号、ウェブページ、印刷媒体およ
びストリーミング・メディア・データを含むが、これらに限定されるものではない。
【０００６】
　ここで用いる「調査データ」という用語は、（１）メディアの使用に関するデータ、（
２）メディアへの接触に関するデータ、およびまたは（３）市場調査データを含むデータ
を意味する。
【０００７】
　ここで用いる「提示データ」という用語は、メディア・データ、メディア・データ以外
の内容、または使用者に提示されるメッセージを意味するものとする。
【０００８】
　ここで用いる「データベース」という用語は、関連したデータの組織化された統一体を
意味し、データまたはそれにより組織化された統一体が表現される方法にはこだわらない
。たとえば、関連したデータの組織化された統一体は、テーブル、マップ、グリッドパケ
ット、データグラム、フレーム、ファイル、電子メール、メッセージ、書類、リストの形
態でもよく、また、他のどのような形態でもよい。
【０００９】
　ここで用いる「相関をとる」という用語は、２またはそれ以上のデータ間の関係を確認
するプロセスを意味し、限定するものではないが、同一性の関係、そのようなデータとさ
らなるデータとの一致またはそれ以外の関係、データセット内への包含、データセットか
らの除外、２またはそれ以上のデータの間およびまたはさらなるデータとのあらかじめ定
義された数学的関係、および２またはそれ以上のデータ間の共通の観点の存在を含む。
【００１０】
　ここで用いる「購入する」または「購入」という用語は、資格、使用許諾、占有、また
は他の物品や役務に関する権利を対価の交換により得るための手順を意味し、限定するも
のではないが、金銭、物々交換または他の法的に十分な対価、あるいは販売促進サンプル
として支払いのいずれによるものでもよい。ここで用いるように、「物品」および「役務
」は、データ、およびデータ内またはデータへの権利を含む。
【００１１】
　ここで用いる「ネットワーク」という用語は、すべての種類のネットワークおよび相互
に接続されたネットワークを含み、インターネットを含むが、どのような特定のネットワ
ークあるいは相互接続されたネットワークにも限定されるものではない。
【００１２】
　「第１」、「第２」、「基本的」、「副次的」という用語は、ここでは、ひとつの要素
、集合、データ、セット、対象、過程（ステップ）、処理（プロセス）、機能、活動、ま
たは他から物を区別するために用い、特に断らない限り、相対的な位置、時間的な配置ま
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たは相対的な重要性を示すために用いるものではない。
【００１３】
　ここで用いる「結合した」、「に結合した」および「と結合した」という用語は、それ
ぞれ、２またはそれ以上の装置（ｄｅｖｉｃｅｓ）、器具（ａｐｐａｒａｔｕｓ）、ファ
イル、回路、要素、機能、動作、処理、プログラム、メディア、構成要素、ネットワーク
、システム、サブシステム、およびまたは手段の関係を意味し、１以上の（ａ）直接ある
いは１以上の他の装置、器具、ファイル、回路、要素、機能、動作、処理、プログラム、
メディア、構成要素、ネットワーク、システム、サブシステム、または手段を経由する接
続、（ｂ）直接あるいは１以上の他の装置、器具、ファイル、回路、要素、機能、動作、
処理、プログラム、メディア、構成要素、ネットワーク、システム、サブシステム、また
は手段を経由する通信関係、およびまたは（ｃ）装置、器具、ファイル、回路、要素、機
能、動作、処理、プログラム、メディア、構成要素、ネットワーク、システム、サブシス
テム、または手段のいずれか１以上の動作が、全体として、または部分的に、これらのう
ちの他の１以上の動作に依存する機能的関係、を意味する。
【００１４】
　ここで用いる「伝達」、「通信」および「伝達する」、「通信する」という用語は、送
信元から相手先へデータを運ぶことと、相手先にデータが運ばれるように、通信メディア
、システム、チャンネル、ネットワーク、装置、電線、ケーブル、ファイバ、回路および
またはリンクにデータを引き渡すこととの双方を意味する。ここで用いる「通信部」とい
う用語は、通信メディア、システム、チャンネル、ネットワーク、装置、電線、ケーブル
、ファイバ、回路およびリンクの１以上を含む。
【００１５】
　ここで用いる「メッセージ」という用語は、通信中または通信が完了している通信対象
のデータを含む。
【００１６】
　ここで用いる「処理装置」という用語は、処理を実行する装置、器具、プログラム、回
路、構成要素、システムおよびサブシステムを意味し、ハードウェア、ソフトウェアまた
はその双方で実施されるもののいずれでもよく、プログラム可能なものでも可能でないも
のでもよい。ここで用いる「処理装置」という用語は、１またはそれ以上のコンピュータ
に限定されるわけではなく、ハードウェアにより実現されている回路、信号加工装置およ
びシステム、システムを制御するための装置および機械、中央処理ユニット、プログラム
制御可能な装置およびシステム、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇ
ａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｏｎ　ａ　Ｃｈｉｐ）、
個別要素およびまたは回路からなるシステム、ステート・マシン、仮想機械、データ処理
装置、処理設備およびこれらのいずれからの組み合わせを含む。
【００１７】
　ここで用いる「蓄積装置」および「データ蓄積装置」という用語は、一時的なものであ
れ恒久的なものであれ、データを保持し、そのような保持データを提供するために用いら
れるデータ蓄積装置、器具、プログラム、回路、構成要素、システム、サブシステムおよ
び蓄積メディアを意味する。
【００１８】
　「パネリスト」、「パネルメンバー」および「参加者」は、ここでは同じ意味で用い、
承知のうえで、または知らないで、その人の活動性についての情報を電気的にあるいは他
の手段で収集する調査に参加している人をいう。
【００１９】
　ここで用いる「世帯」という用語は、広く解釈するものとし、家族のメンバー、同じ居
所に住む家族、同じ居所に住む互いに関連のあるまたは関連のない一群の人々、フラタニ
ティ・ハウス、共同住宅等の同様の構造または配置の共通の設備内にすむ一群の人々（関
連のない人々の総数は所定数を超えることはない）を含むものとする。
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【００２０】
　ここで用いる「活動」という用語は、限定するわけではないが、購買動向、買い物の傾
向、視聴傾向、コンピュータやインターネットの使用、メディアへの接触、個人的な考え
方、自覚、意見および信条、ならびにここで議論する他の形態の活動を含む。
【００２１】
　ここで用いる「可搬型使用者器具（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｕｓｅｒ　ａｐｐｌｉａｎｃｅ
）」（便宜上、ここでは略語で「ＰＵＡ」ともいう）は、電気的または非電気的装置であ
り、使用者本人により、あるいは使用者本人に付随して携行することのできる、あるいは
、使用者が携行する、あるいは使用者に付随して携行することのできる物理的な物（たと
えばアタッシェケース、サイフ等）の外部または内部に配置され、あるいはそのような物
により保持されて携行することができる装置であって、そのような使用者に基本的な利益
をもたらす少なくともひとつの機能として、限定するわけではないが、携帯電話、ＰＤＡ
（携帯情報端末、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、Ｂｌａｃ
ｋＢｅｒｒｙ（登録商標）装置、ラジオ、テレビ受像機、ゲームシステム（たとえばゲー
ムボーイ（登録商標）装置）、ノートブック型コンピュータ、ラップトップ型コンピュー
タ、ＧＰＳ装置、パーソナル・オーディオ装置（たとえばＭＰ３プレーヤ）、ＤＶＤプレ
ーヤ、双方向無線機（ｔｗｏ－ｗａｙ　ｒａｄｉｏ）、パーソナル・コミュニケーション
装置、テレマティクス装置、遠隔制御装置、無線ヘッドセット、腕時計、可搬型データ蓄
積装置（たとえばＴｈｕｍｂ（商標）ドライブ）、カメラ、レコーダ、キーレス・エント
リ・デバイス、リング、櫛、ペン、鉛筆、ノート、札入れ、工具、懐中電灯、器具、眼鏡
、服飾品、ベルト、ベルトバックル、時計入れ小ポケット、宝飾品、装飾品、靴または他
の履物（たとえばサンダル）、ジャケット、および帽子、ならびに上述の物あるいはその
機能のいずれかを組み合わせた装置を含むものをいう。
【００２２】
　ここで用いる「調査装置」という用語は、（１）調査データの収集、保管、およびまた
は伝達するように構成された、またはそれらの動作が可能な、あるいは調査データの収集
、蓄積、およびまたは伝達する他の装置と組み合わせる可搬型使用者器具、およびまたは
（２）調査データ収集、蓄積およびまたは伝達する装置を意味するものとする。
【００２３】
　ここで用いる「使用者に利益をもたらす機能」という用語は、ＰＵＡの使用に伴って、
人により始められ、あるいは実行され、その人に基本的な利益をもたらす機能を意味する
ものとする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　ＰＵＡの使用に関するデータを収集する方法は、ＰＵＡの使用により生成された内容を
監視して内容関連データを生成し、その内容関連データを使用データ処理設備に伝達する
ことからなる。
【００２５】
　ＰＵＡの使用に関するデータを収集するシステムは、ＰＵＡ内またはＰＵＡ外に設けら
れ、ＰＵＡの使用により生成された内容を監視して内容関連データを生成する監視部と、
この監視部に結合され、内容関連データを受け取り、その内容関連データをＰＵＡから使
用データ処理設備に伝達する通信部とを有する。
【００２６】
　少なくとも他のひとつのＰＵＡと通信するための通信インタフェースを有するＰＵＡの
使用者による使用を監視する方法は、ＰＵＡの通信インタフェースによる通信を監視し、
ＰＵＡの通信の内容に関する通信内容データを提供し、通信内容データに基づいて、使用
者によるＰＵＡの使用の少なくともひとつの傾向を表す傾向データを提供することからな
る。
【００２７】
　少なくとも他のひとつのＰＵＡと通信するための通信インタフェースを有するＰＵＡの
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使用者による使用を監視するシステムは、ＰＵＡの通信インタフェースによる通信された
データを検出し、通信されたデータの内容に関する通信内容データを生成する監視部と、
この監視部に結合されて通信内容データを受け取り、この通信内容データに基づいて、使
用者によるＰＵＡの使用の少なくともひとつの傾向を表す傾向データを生成する処理装置
とを有する。
【００２８】
　方法および装置のある実施の形態について、以下に、添付図面とともに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１Ａ】使用者により使用され調査装置として動作するように構成された可搬型使用者
器具（ＰＵＡ）を有する種々の監視システムを示す図である。
【図１Ｂ】図１Ａの監視システムの詳細例を示すブロック図である。
【図１Ｃ】ドッキングステーションに結合されたＰＵＡを含む図１Ａの監視システムを示
すブロック構成図である。
【図２Ａ】能動的にＰＵＡの使用を監視する図１Ａ～１Ｃの監視システムによる動作を示
す流れ図である。
【図２Ｂ】能動的にＰＵＡの使用を監視する図１Ａ～１Ｃの監視システムによる動作を示
す流れ図である。
【図３】ＰＵＡの使用を監視する図１Ａ～１Ｃの監視システムによる動作を示す流れ図で
ある。
【図４】１以上のＰＵＡ使用傾向を表現する傾向データを提供する図１Ａ～１Ｃの監視シ
ステムによる動作を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　１またはそれ以上の使用者によるＰＵＡの使用を監視するための方法および装置の種々
の実施の形態について、以下に説明する。図面を参照すると、図１Ａおよび図１Ｂは、監
視システム１の概略を示す図である。この監視システム１は、使用者３により使用される
ＰＵＡ２と、処理装置５とを有する。図１Ａおよび図１Ｂの実施の形態に対応するものと
は異なる実施の形態では、ＰＵＡ２は、ＰＵＡを含まない調査装置により置き換えられる
。処理装置５は、１または複数の処理部を含むことができる。複数の処理部を含む場合に
は、それらが同じ場所に配置され、あるいは互いに離れて配置され、１以上の機構により
処置または制御される。図示するように、ＰＵＡ２は、通信部７を経由して処理装置５に
結合される。通信部７により、データをＰＵＡ２と処理装置５との間で交換することがで
きる。ある実施の形態では、ＰＵＡ２は、無線により、通信部７を経由して処理装置５に
結合される。
【００３１】
　ある実施の形態では、監視システム１はまた、処理装置５の受信およびまたは処理した
データを含むデータを蓄積するため、蓄積装置６を含む。なお、蓄積装置６の蓄積するデ
ータは、処理装置５の受信およびまたは処理したデータに限定されるわけではない。ある
実施の形態では、蓄積装置６は、同じ場所または異なる場所に、一緒あるいは互いに離れ
て配置された、１以上の蓄積ユニットを有する。ある実施の形態では、蓄積装置６は、処
理装置５に含まれる。
【００３２】
　図１Ｂは監視システム１の実施の形態をより詳しく説明する図である。ここで、ＰＵＡ
２は、無線通信部８を用いて無線により処理装置５と通信する構成となっている。ＰＵＡ
２は、通信部８を通してデータの伝達および受信を行うための通信インタフェース９を含
む。図示するように、ＰＵＡ２はメッセージ入力部１１を含み、ＰＵＡ２の使用者がＰＵ
Ａ２にメッセージを入力することができるようになっている。メッセージ入力部１１は、
ＰＵＡ２の通信インタフェース９に結合され、これにより、メッセージ入力部１１を用い
て入力されたメッセージを、通信部８を介してＰＵＡ２から伝達することができる。もち
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ろん、メッセージ入力部１１を用いて入力されたメッセージを、処理装置５に伝達するこ
ともでき、他のＰＵＡ２に伝達することもでき、また、通信部８に結合された他の場所ま
たは装置に伝達することもできる。図１Ｂに示す実施の形態において、メッセージ入力部
１１は、キーパッドの形状をした複数のキー１１ａからなる。しかし、メッセージ入力部
１１の構成は変更が可能であり、たとえば、メッセージ入力部１１が、キー、ボタン、ス
イッチ、キーボード、マイクロホン、ビデオカメラ、タッチ・パッド、加速度計、動き検
出器、タッチ・スクリーン、タブレット、スクロールおよびクリックができるホイール等
のひとつまたは複数を有することもできる。
【００３３】
　図１Ｂに示す構成では、ＰＵＡ２はまた、１以上のパラメータを検出するため、感知器
または検出器（以下、「感知器／検出器」と表記する）１３を有する。感知器／検出器１
３により検出されるパラメータは、限定するわけではないが、ＰＵＡの残り電力量、１以
上の使用者の生体機能またはパラメータ、ＰＵＡ２の所在地、ＰＵＡの所在地の変化、使
用者によるＰＵＡへのデータ入力、ＰＵＡ２の外部の音、ＰＵＡ２の動き、ＰＵＡ２に加
えられる圧力、またはＰＵＡ２の他の物体との衝突を含む。ある実施の形態では、感知器
／検出器１３は、使用者個人が持参している信号発信器１４により送出された存在表示信
号または個人認識信号を検出する。これらの実施の形態のあるものでは、信号発信器１４
は、使用者の身に着けた、または携行している装置からなる。この装置は、たとえば、リ
ング、ネックレス、他の宝飾品、腕時計、キー入れポケット、または服飾品である。この
ような装置は、使用者の存在を示すあらかじめ定められた信号、またはその装置を着けた
、あるいは携行している使用者の身元を示すあらかじめ定められた信号を送出する。この
信号は、音響信号、ＲＦまたは他の電磁信号、または感知器／検出器１３が受信すること
のできる化学信号、あるいは電気信号により送出される。ある実施の形態では、信号送出
器１４は、使用者に埋め込まれた装置、たとえば使用者の肌の下に埋め込まれた装置によ
り構成される。ある実施の形態では、感知器／検出器１３は、それぞれが複数のパラメー
タの１以上を検出する複数の感知器または検出器を含む。
【００３４】
　図１Ｂに示すように、感知器／検出器１３は、ＰＵＡ２の通信インタフェース９に結合
され、これにより、感知器／検出器１３の動作による感知または検出の結果として生成さ
れたデータを、ＰＵＡ２から処理装置５に伝達することができる。図１Ｂに示すＰＵＡ２
は、メッセージ入力部１１と感知器／検出器１３の双方を有するが、もちろん、他の実施
の形態では、それらの構成要素のひとつを、ＰＵＡ２の設計および監視システム１の要求
によって、省略することもできる。
【００３５】
　図１Ａに示すと同様に、図１Ｂに示す構成の監視システム１では、処理装置５に結合ま
たは含まれて、データを蓄積する蓄積装置６を有する。蓄積装置６の蓄積するデータには
、処理装置５の受信したおよびまたは処理したデータが含まれる。蓄積装置６に蓄積され
たデータは、処理装置５により、必要なときに取り出される。
【００３６】
　図１Ａおよび図１Ｂに示すＰＵＡ２には、交流電源または他の電源、あるいは１以上の
電池、または他のオンボード電源（単純および明快さのために図示しない）を使用して、
電力を供給することができる。もちろん、ＰＵＡ２に電力を供給するために使用する電池
は、特にＰＵＡ２での使用に適したものであれば、充電可能でも充電できないものでも、
どのようなタイプの電池でもよい。ある実施の形態では、ＰＵＡ２は、充電池または他の
種類の充電可能な電源から電力を受け取る。このような電源としては、キャパシタ、およ
びまたは光電パワー変換器のような放射エネルギ変換器、またはマイクロ電磁発電器（ｍ
ｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｅｉｃ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）のような機械的エネルギ変換器があ
る。ある実施の形態では、ＰＵＡ２は、時々、ドッキングステーションに接続される。こ
のドッキングステーションは、ＰＵＡ２を充電するため、およびまたはＰＵＡ２内に蓄積
されたデータを処理装置５に送るために使用される。図１Ｃは、ドッキングステーション
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１５を使用するＰＵＡ２の実施の形態を示す。ドッキングステーション１５は、ＵＰＡ２
を使用者が携行している間は、典型的には、使用者が携行するものではなく、ＰＵＡ２に
結合されているものでもない。ドッキングステーション１５は、結合器１６を介してＰＵ
Ａ２に結合する構成となっている。結合器１６は、ＰＵＡ２とドッキングステーション１
５との間を直接に接続でき、ＰＵＡ２の充電およびまたはＰＵＡ２とドッキングステーシ
ョン１５との間のデータの通信を可能とする。ある実施の形態では、データは、ＰＵＡ２
からドッキングステーションに、無線の赤外線、ＲＦ、容量または誘導リンクにより伝達
される。ある実施の形態では、データは、ＰＵＡ２からドッキングステーション５に、携
帯電話リンクまたは他の有線または無線ネットワークまたは装置結合により伝達される。
【００３７】
　図１Ｃに示すように、ある実施の形態では、ドッキングステーションは電源１７に接続
され、ＰＵＡ２がドッキングステーション１５に結合されたときに、ＰＵＡ２を充電する
ための電力を供給する。さらに、ある実施の形態では、ドッキングステーション１５は、
通信部７を通して処理装置５と通信を行うための通信インタフェース１９を有する。ＰＵ
Ａ２が結合器１６を介してドッキングステーション１５に結合されると、ＰＵＡ２内に蓄
積されたデータ、すなわち、使用者がＰＵＡ２を携行するときにＰＵＡ２が収集したデー
タ等のデータが、結合器１６を用いてドッキングステーション１５に伝達され、その後に
、通信インタフェース１９を用いて処理装置５へ、通信部７を通して伝達される。これら
の実施の形態では、ＰＵＡ２により集められたデータの処理装置５への伝達に、ＰＵＡ２
よりもドッキングステーション１５を使用することで、ＰＵＡ２による電力すなわち比較
的電力容量の小さい内部電源の使用を管理できる。ある実施形態では、ＰＵＡ２がドッキ
ングステーション１５に結合されたときに、ドッキングステーション１５を使用して、デ
ータを処理装置５から通信部７を経由して受信し、受信したデータを、ドッキングステー
ション１５からＰＵＡ２に、受結合器１６を経由して伝達する。
【００３８】
　明らかなように、ドッキングステーション１５の構成は図１Ｃに示す構成に限定される
ものではなく、ひとつの実施の形態から他の形態に変えることができる。たとえば、ある
実施例では、ドッキングステーション１５はＰＵＡ２の充電にのみ用い、通信インタフェ
ース１９は設けられない。このような実施の形態では、ドッキングステーション１５は、
携帯電話の充電器のように、ＰＵＡ２を受け入れるクレードルとして、あるいは標準の交
流直流変換器として、種々実施される。他の実施形態では、ドッキングステーション１５
は、ＰＵＡ２と処理装置５との間のデータの通信にのみ用い、ＰＵＡ２の充電はしない。
このような実施形態では、ＰＵＡ２は、ドッキングステーション１５とは離れた状態で、
充電のための電源に接続されるか、あるいは、内部電力変換器を用いて、あるいは１以上
の電池を取り替えて、充電される。
【００３９】
　ある実施の形態では、図１Ａ～図１Ｃに示されるＰＵＡ２は、オプションとして、メッ
セージを使用者に出力するための出力部（単純および明快さのために図示しない）を有す
る。出力部は、文字あるいは１以上のシンボルおよびまたはイメージを表示するための表
示器、音声メールまたは音声メッセージを出力するためのスピーカまたはイヤホン、ある
いは使用者にメッセージを表示するための１以上のＬＥＤまたはランプとして構成するこ
とができる。もちろん、出力部は、ここで説明した例に限定されるものではなく、メッセ
ージを使用者に提供するものであれば、どのようなもので構成されてもよい。
【００４０】
　図１Ａおよび図１Ｂに示す監視システム１は、ある実施の形態では、ＰＵＡ２の使用者
による使用が、少なくともひとつのあらかじめ定められた使用基準（以下「事前決定使用
基準」という）を順守していること、を監視するために使用される。少なくともひとつの
事前決定使用基準には、ＰＵＡ２が携行され、およびまたは使用されている、ＰＵＡ２が
オンになっている、ＰＵＡ２が充電されている、ＰＵＡ２が最低電力容量を維持している
、ＰＵＡ２が、ある時刻またはあらかじめ定められた時間帯の間、あらかじめ定められた
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長さの時間にわたり、ドッキングステーション１５に収容または接続されている、ＰＵＡ
２が使用者に利益を提供するように適切に機能している、および、ＰＵＡ２が調査データ
を集める、蓄積するおよびまたは伝達することができるか、あるいは、関連する１以上の
他の装置がそれを行うことができる、という基準である。上述以外の事前決定使用基準で
あっても、ＰＵＡ２の使用の監視に使用することができる、という基準の１以上が含まれ
る。
【００４１】
　ある実施の形態では、使用者によるＰＵＡ２のような調査装置の使用が、少なくともひ
とつの事前決定使用基準を順守していることを監視するため、調査装置の使用者の識別を
可能にするあらかじめ定められたタイプのデータを要求する要求メッセージを調査装置に
伝達し、ＰＵＡの使用者からの応答を要求し、要求メッセージに応答する調査装置から伝
達された応答メッセージを受信し、使用が少なくともひとつの事前決定使用基準を順守し
ているかどうか、およびまたはその使用者の順守レベルを示すデータを蓄積する。この監
視方法を図２Ａにさらに詳しく示す。図２Ａは、図１Ａ～図１Ｃに示す監視システムによ
り実行される動作のブロック図である。
【００４２】
　図２Ａに示すように、要求メッセージが、最初に、図１Ａ～図１Ｃの処理装置５のよう
な遠隔配置された処理装置と双方向に通信可能なＰＵＡに伝達される（ステップ１００）
。この要求メッセージは、ＰＵＡの使用者からの応答を要求する。ある実施の形態では、
要求メッセージは、文章メッセージ、電話呼、音声メール、電子メール、音声メッセージ
、音響、複数の音響、ウェブページ、イメージ、光警報、またはこれらの組み合わせ、あ
るいはＰＵＡを介して使用者に提示される何か他のデータからなり、使用者に応答が求め
られていることを示す。要求メッセージは、適切な出力部を用いて、使用者に提示される
。たとえば、メッセージが電話呼、音声メール、音声メッセージ、音響または複数の音響
であれば、スピーカやイヤホンのような音響再生装置に、メッセージが文書メッセージ、
電子メール、ウェブページまたは他のイメージであれば、視覚的表示部に、およびまたは
メッセージが光警報であれば、１以上の光を放出する装置（たとえば、ＬＥＤまたはラン
プ）に提示される。ある実施の形態では、要求メッセージは、ＰＵＡ使用者からのあらか
じめ定められた応答、あるいは、より一般的に、要求メッセージを受け取ったことを確認
する応答を要求する。ある実施の形態では、要求に、使用者の興味をそそるデータ、たと
えば、あるフェブサイトやコンテンツ、たとえば音楽、ビデオ、ニュースあるいは電子ク
ーポン、へのアクセスへのアクセスのようなデータを添付する。そのような実施形態のあ
るものでは、そのようなデータへのアクセスの条件として、要求メッセージ内に表現され
たパラメータ、または要求パラメータ内に表現されていない場合にはあらかじめ定められ
たパラメータにしたがって、要求された応答を提供することが求められる。ある実施の形
態では、処理装置が１以上のプログラム可能な処理装置により実施され、通信管理プログ
ラムモジュールを実行し、ＰＵＡおよびまたはその使用者と他のＰＵＡを経由する通信の
制御を行って、応じるかどうかを評価するためのデータを含む応答を要求する。そのよう
な実施の形態のあるものでは、そのような通信が、前もって、プログラミングモジュール
により予定される。プログラミングモジュールは、そのような通信の予定を表す予定デー
タを蓄えるデータベースを参照して、あるいは参照せずに、通信の予定を組み、通信部７
により自動的に実行する。そのような実施の形態のあるものでは、そのような通信は前も
って予定が組まれ、人間のオペレータに通知される。オペレータは、ＰＵＡおよびまたは
ＰＵＡの使用者への呼を予定に従って開始し、順守状態を評価するためのデータを要請す
る。そのような実施の形態のあるものでは、自動通信と人間により開始される通信との双
方が、上述のように実行される。
【００４３】
　要求メッセージに応答して、ＰＵＡ内で応答メッセージを生成する（ステップ１０２）
。ある実施の形態では、応答メッセージは、使用者の操作により、ＰＵＡのメッセージ入
力部を用いて、応答メッセージを入力することで生成される。特に、応答メッセージが、



(11) JP 5519278 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

文字記号、数字記号またはシンボルあるいはこれらの組み合わせを含む符号を含むような
ある実施の形態では、応答メッセージはＰＵＡの入力部を用いて生成される。これとは別
に、応答メッセージをＰＵＡに蓄えられたデータにより構成することもできる。この場合
、応答メッセージは、メッセージ入力部を用いて、蓄えられているデータを選択すること
により生成される。他の実施の形態では、応答メッセージは、メッセージ入力部を作動さ
せることにより生成される応答信号である。たとえば、この応答信号は、メッセージ入力
部の１以上のスイッチを切り替えるか、１以上のボタンを押すことにより生成される。こ
のような実施の形態では、メッセージ入力部は、音響変換器のような音声入力装置を有す
る。上述したように、応答メッセージは、あらかじめ定められた応答の要求に対応して、
またはより一般的な応答の要求に対応して、生成することができる。
【００４４】
　応答メセージがＰＵＡ内で生成されると、その後、応答メッセージをＰＵＡからその通
信部を通して伝達し、処理装置５のような遠隔配置の処理装置で受信する（ステップ１０
４）。ある実施の形態では、そのような通信に、携帯電話通信、ＰＣＳ通信、無線ネット
ワーク通信、衛星通信、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商
標）、電子光または他の無線リンクを用いる。ある実施の形態では、このような通信部は
、イーサネット（登録商標）インタフェース、電話モデム、ＵＳＢポート、Ｆｉｒｅｗｉ
ｒｅ（登録商標）接続、ケーブルモデム、音声または映像接続、または他のネットワーク
あるいは装置インタフェースを有する。ＰＵＡからの応答メッセージを受信するか、応答
メッセージを受信せずにあらかじめ定められた時間が経過すると、処理装置は、ＰＵＡの
使用者が、少なくともひとつの事前決定使用基準を順守しているか、およびまたは使用者
の順守レベルを示すデータを提供する。処理装置により提供されたデータは、この後、処
理装置により蓄えられる（ステップ１０６）。ある実施の形態では、処理装置は、ＰＵＡ
からの応答メッセージが受信されたかどうかに基づいて、使用者の順守状態およびまたは
その順守レベルを提供する。他の実施の形態では、処理装置は、応答メッセージの内容に
基づいて、順守状態およびまたは順守レベル、およびまたはＰＵＡから応答メッセージを
受信するまでに経過した時間、およびまたは以下により詳しく議論する他のファクタを提
供する。ある実施の形態では、処理装置は、ＰＵＡおよびまたはＰＵＡの使用者から通信
管理プログラムモジュールに返送されたデータを受信する順守解析プログラムモジュール
を実行する１以上のプログラム可能な処理部として実施され、図１Ａ～図１Ｃの蓄積装置
６のような蓄積装置に蓄えられた順守ルールにしたがって、そのようなデータに基づく使
用者の順守の解析を行う。そのような解析に基づいて、順守解析プログラムモジュールは
、使用者が事前決定使用基準を順守しているか、およびまたはその順守レベルを示す順守
データを作成する。
【００４５】
　ある実施の形態では、ＰＵＡの使用者による使用者が事前決定使用基準を順守している
とき、または使用者の順守レベルがあらかじめ定められたレベル（以下、「事前決定順守
レベル」という）より高いとき、報酬が使用者に提供される。報酬は、現金、クレジット
、景品、あるいは物品の購入や景品の受け取りに利用できる無料サービスやポイントのよ
うな利益として提供される。無料サービスやポイントのような利益は、ＰＵＡにより、あ
るいは他の手段またはサービルを通じて利用できる。そのような実施形態のあるものでは
、報酬として、使用者の興味を引くデータ、たとえば、あるウェブサイトまたはコンテン
ツへのアクセスを提供する。そのようなコンテンツとしては、音楽、映像、ニュース、あ
るいは電子クーポンなどがある。図２Ａに示すように、順守を示す、または事前決定順守
レベルより高い順守レベルを示すデータが生成、およびまたは蓄えられると、使用者への
報酬が決められる（ステップ１０８）。使用者への報酬は、報酬のタイプおよびまたは報
酬の量または質を含めて、監視システムの処理装置により、使用者の順守状態または使用
者の順守レベルに基づいて決定される。報酬が使用者の順守に基づいて決められる一方で
、ある実施の形態では、使用者の順守レベルが事前決定レベルより高い場合に報酬を使用
者に提供し、およびまたは、ステップ１０８で決められる報酬のタイプおよびまたは量を
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、使用者の順守レベルの増減により変える。たとえば、ある実施の形態では、使用者に報
酬として提供されるポイント数、すなわち使用者が物品またはサービスの購買に使用する
ことができるポイント数を、使用者が要求メッセージのより大きなパーセンテージに応答
した場合に大きくする、あるいは、使用者が応答する要求メッセージ数が増えるほど増加
させる。
【００４６】
　事前決定使用基準を順守するＰＵＡの使用に対してＰＵＡ使用者に報酬を提供すること
は、使用者に、使用要求に応じて報酬を獲得する、あるいはもっと高い報酬を獲得する、
という刺激を与える。したがって、ＰＵＡの正しい使用に対してＰＵＡ使用者に報酬を提
供することは、将来において、事前決定使用基準を順守するＰＵＡの正しい使用を促進す
る。
【００４７】
　ある実施の形態では、監視システムはまた、ＰＵＡ使用者にメッセージを伝達し、ＰＵ
Ａの事前決定使用基準への順守状態およびまたは順守レベル、およびまたは使用者の獲得
した報酬を提示する（ステップ１１０）。使用者に伝達されるメッセージとしては、文章
メッセージ、電話呼、音声メール、音声メッセージ、電子メール、画像、またはそれらの
組み合わせの形態を用い、ＰＵＡまたは他を介して伝達する。ある実施の形態では、メッ
セージを光表示で行うことができる。たとえば、ＬＥＤまたはランプの輝きで、ＰＵＡの
使用者が順守しているかどうか、または使用者が報酬を獲得したかどうかを表示する。図
２Ａに示すように、使用者への報酬の決定（ステップ１０８）および使用者へのメッセー
ジの伝達（ステップ１１０）は、使用者によるＰＵＡの使用を監視するための監視システ
ムによるオプションの動作である。ある実施の形態では、たとえば、報酬の決定はなく、
監視システムは、使用者にメッセージの伝達を行って、使用者の順守状態およびまたは順
守レベルを提示する。他の構成では、監視システムは使用者への報酬を決定し、たとえば
報酬を直接使用者に送るか、あるいは報酬を使用者の口座に振り込むことにより、自動的
に使用者に報酬を与える。この場合、使用者には、使用者の順守状態、順守レベルまたは
獲得した報酬を示す何らのメッセージも送ることはない。ある実施の形態では、監視シス
テムは、使用者が応じないと判断すると、１以上のメッセージをその使用者およびまたは
そのような不応答のない使用者のＰＵＡに送る。このときさらに、将来の順守を奨励する
メッセージ内容を送ってもよい。そのような実施の形態のあるものでは、不応答を通知す
るメッセージを、文章メッセージと音声呼の双方を用いるような複数の異なる形態で送る
。このようなメッセージは、自動的に生成してもよく、人間の介在により生成してもよい
。ある実施の形態では、報酬の決定は、１またはそれ以上のプログラム可能な処理装置に
より行われる。これらの処理装置は、報酬決定プログラムモジュールを実行し、順守解析
プログラムモジュールにより生成された順守データを受け取り、蓄えられたルール、たと
えば蓄積装置６に蓄えられたルール等、に基づいて報酬データを生成する、処理装置はさ
らに、もしあるなら、どの報酬（種類および量を含む）が、順守データが生成された使用
者に適合するかを特定する。報酬データに基づいて、通信管理プログラムモジュールは、
報酬通知をＰＵＡおよびまたはその使用者に伝達し、およびまたは、サービスの注文を（
物品またはサービスの提供者などに）伝達し、決定された報酬を使用者またはそのような
報酬についての使用者の口座に振り込む。
【００４８】
　ある実施の形態では、要求メッセージを調査装置に伝達し、要求メッセージが調査装置
の使用者からの応答を要求し、調査装置から要求メッセージに応答して伝達される応答メ
ッセージを受信し、使用者による調査装置の使用が少なくともひとつの事前決定使用基準
を順守するかを決定することにより、調査装置の使用を監視する。図２Ｂは、この実施の
形態、すなわち、調査装置すなわち使用者のＰＵＡの使用を、監視システムにより監視す
る形態を示す。図２Ｂの実施の形態に対応しない他の実施の形態のあるものでは、使用者
のＰＵＡが、ＰＵＡを含まない調査装置で置き換えられる。
【００４９】
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　図２Ｂに示すように、要求メッセージを監視シテスムからＰＵＡに送り（ステップ２０
０）、応答メッセージをＰＵＡ内で生成し（ステップ２０２）、要求メッセージへの応答
として、監視シムテムに伝達する。ＰＵＡからの応答メッセージは、監視システムにより
受信される（または、非受信が記録される）（ステップ２０４）。監視システムにより実
行されるこれらの動作は、図２Ａに関して上述したステップ１００、１０２および１０４
の動作と同等であり、明確さおよび簡潔さのため、以下では詳細な説明を省略する。図２
Ｂにさらに示すように、応答メッセージをＰＵＡから受信すると、監視システムは、使用
者のＰＵＡの使用が少なくともひとつの事前決定使用基準を満たしているかを判定する（
ステップ２０５）。この判断（ステップ２０５）は、監視システムの処理装置により実行
される。ここで説明したように、事前決定使用基準として、限定するわけではないが、Ｐ
ＵＡが携行され、ＰＵＡが特定の使用者により携行され、ＰＵＡがオンになっており、Ｐ
ＵＡが充電され、ＰＵＡが最低充電または電力容量を維持し、ＰＵＡがあらかじめ定めら
れた長さの時間およびまたは期間あるいはある時間にドッキングステーションに収容また
は接続（以下、「ドッキング」という）され、ＰＵＡが正常に機能し、ＰＵＡが調査デー
タの収集、蓄積およびまたは通信、あるいは１以上の他の装置との関係によりそのような
状態となっている、という条件が含まれる。
【００５０】
　ある実施の形態では、ＰＵＡの使用が事前決定使用基準を順守しているどうかの判定（
ステップ）２０５）は、ＰＵＡからの応答メッセージの少なくともひとつの受信または非
受信（ステップ２０４）、応答メッセージの受信の時間および応答メッセージの内容に基
づいて行う。たとえば、ステップ２０５の判定がＰＵＡからの応答メッセージの受信また
は非受信に基づいている場合には、処理装置は、ステップ２００で要求メッセージをＰＵ
Ａに送ってから、あらかじめ定められた時間内に応答メッセージが受信されない場合に、
ＰＵＡの使用が事前決定使用基準を順守していないと判定する。そのような実施の形態の
あるものでは、使用者からの応答を要求する（文章メッセージや音声プロンプトのような
）要求メッセージを特定の日の間、規則的な間隔でＰＵＡに送る。要求メッセージを送る
間隔は、時間帯により、または擬似ランダムなスケジュールにより決定し、場合によって
は、使用者の応答の迅速さによって、使用者への報酬の量または質を決定する。
【００５１】
　事前決定使用基準の順守の判定が応答メッセージの受信の時間に基づく場合には、処理
装置は、要求メッセージのＰＵＡへの伝達の時刻と、ＰＵＡからの応答メッセージの受信
の時刻との間に、どれだけ時間が経過したかを判定し、それを、選択された順守応答時間
と比較する。ある実施の形態では、順守応答時間は、すべての使用者、すべてのタイプの
要求メッセージ、すべての場所およびすべての期間で、一定の時間である。いくつかの他
の実施の形態では、順守応答時間は、使用者の人口統計または個々人のプロフィールに基
づいて選択される。ある実施の形態では、順守応答時間は、要求メッセージのタイプおよ
びまたはその内容に基づく。そのような実施の形態のあるものでは、順守応答時間をメッ
セージ内で指定する。たとえば、「１０分以内に応答してください。」のように指定する
。ある実施の形態では、順守応答時間は、それを受信するＰＵＡのタイプに基づいて選択
する。たとえば、携帯電話またはＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ装置は、パーソナル・オーディオ
やＤＶＤプレーヤに比較して、比較的短時間での応答が予想される。パーソナル・オーデ
ィオやＤＶＤプレーヤに対しては、比較的長い応答時間が適切である。ある実施の形態で
は、順守応答時間、要求メッセージが、使用者に提示される方法に依存して選択される。
たとえば、朝または午後の運転時間中は、使用者が家にいる宵と同じように速やかに応答
することはできないので、応答時間が長くなるかもしれない。ある実施の形態では、順守
応答時間は使用者の所在地に基づいて選択される。たとえば、ある場所では、習慣的に、
他の場所よりも速やかにメッセージに応答するかもしれない。ある実施の形態では、順守
応答時間が、上述したファクタの２以上の組み合わせに基づいて選択される。
【００５２】
　要求メッセージと応答の受信との間の経過時間が、選択された応答時間より短い場合に
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は、使用者のＰＵＡの使用が、事前決定使用基準を順守しているとする。しかし、経過時
間が選択された応答時間より長い場合には、ＰＵＡの使用が事前決定使用基準を順守して
いないと判断する。ある実施の形態では、要求メッセージの送信（ステップ２００）と応
答メッセージの受信（ステップ２０４）との間の経過時間の長さが、事前決定使用基準と
の使用者の順守レベルの判定に使用される。特に、処理装置により判定される順守レベル
は、要求メッセージの伝達２００と応答メッセージの受信２０４との経過時間の量が小さ
いほど順守レベルが大きくなるというように、応答メッセージを処理装置がどれだけ速や
かに受信したかに依存する。
【００５３】
　使用者のＰＵＡの使用が１以上の事前決定使用基準を順守しているかどうかの判定を、
応答メッセージの内容に依存して行う場合には、処理装置は、応答メッセージの内容があ
らかじめ定められたパラメータに従っているかどうかを判定する。このような実施の形態
では、あらかじめ定められたパラメータに従う選択された応答メッセージが、ＰＵＡに伝
達される要求メッセージにより要求され（ステップ２００）、順守状態およびまたは順守
レベルの判定時に、処理装置は、ＰＵＡから受信（ステップ２０４）した応答メッセージ
を要求メッセージと比較する。ひとつの実例となる実施の形態では、ＰＵＡに送信（ステ
ップ２００）される要求メッセージには、使用者のパスワードの要求あるいは使用者の仮
名、実名等の特定の符号の要求を含み、処理装置は、要求メッセージへの応答として受信
（ステップ２０４）した応答メッセージを、データベースに蓄積されたパスワード、符号
、仮名または実名等のあらかじめ蓄えたデータと比較し、ＰＵＡの使用が事前決定使用基
準を順守しているかどうかを判定する（ステップ２０５）。受信した応答メッセージが、
蓄えられたメッセージ、すなわちデータベースに蓄積されたパスワード、名前（使用者の
選択した仮名または使用者の実名）または符号と一致する場合には、処理装置は使用者が
事前決定使用基準を順守していると判定する。パスワード、名前あるいは符号のような選
択された応答メッセージを要求することにより、監視システムは、ＰＵＡが実際に携行さ
れていること、およびまたは使用されていることを確認できるだけでなく、ＰＵＡが特定
の使用者により携行され、およびまたは使用されていることを確認できる。
【００５４】
　ある実施の形態では、要求された情報に加え、またはその代わりに、要求された応答に
、使用者からの情報を含めることができる。このような情報としては、メッセージを受信
したとき、あるいは他の時間に使用者が何をしていたか、使用者の所在地または種々の時
刻における所在地、使用者が接触した、購入または使用している、あるいは購入または使
用を計画しているメディアまたは製品、使用者の信条およびまたは使用者の意見等がある
。ある実施の形態では、要求された情報に加え、またはその代わりに、要求された応答に
使用者からのＰＵＡの操作状態（たとえば、ＰＵＡに示された状態、あるいは使用者によ
り決定された状態）に関する情報を含ませることもできる。このような情報としては、使
用者がなんらかの動作（ドッキングあるいはＰＵＡの再充電等）を実行するかどうか、お
よびまたはいつ実行するか、およびまたは使用者がＰＵＡを携行しているかどうか、およ
びまたはどのように携行しているか、等の情報が含まれる。
【００５５】
　ある実施の形態では、処理装置は、メッセージの内容に基づいて、ＰＵＡ使用者の順守
レベルを判定する（ステップ２０５）。その実例となる実施の形態では、受信（ステップ
２０４）した応答メッセージを、データベースに蓄えられたパスワード、名前あるいは符
号のような蓄えられたデータと比較し、応答メッセージが、蓄えられたデータにどれだけ
近いかに基づいて、順守レベルを判定する。そのような実施形態のあるものでは、応答メ
ッセージが蓄えられたメッセージと一致する場合に、第１すなわち最も高いレベルの順守
と判定し、応答メッセージが蓄えられたメッセージと一致しない場合に、第１のレベルよ
り低い第２のレベルの順守と判定し、ＰＵＡからの応答メッセージの受信（ステップ２０
４）がない場合に、第３すなわち最も低いレベルの順守と判定する。いくつかの実施の形
態では、応答メッセージが受信されたけれども蓄えられたメッセージと一致しない場合に
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、第２のレベルの順守に代えて、複数の異なる中間レベルの順守を決定することもできる
。そのような実施の形態では、決定されるレベルは、受信した応答メッセージが応答メッ
セージとあらかじめ蓄えられたデータとの間の類似の程度に基づいている。したがって、
たとえば、ＰＵＡから受信（ステップ２０４）した応答メッセージが蓄えられたメッセー
ジと１文字だけ異なる場合には、ＰＵＡから受信した応答メッセージが蓄えられたメッセ
ージと完全に異なる場合より、中間レベルの順守はより高くなる。
【００５６】
　ある実施の形態では、使用者の順守状態およびまたは順守レベルを、応答メッセージの
内容に基づいて判定するだけでなく、応答メッセージの受信の時間に基づいて判定する。
そのような実施の形態のあるものでは、使用者の順守は、応答メッセージが蓄えられたデ
ータと一致しているかどうかに依存するだけでなく、応答メッセージがＰＵＡからどれだ
け速やかに受信されたかにも依存する。そのような実施の形態のあるものでは、ＰＵＡか
ら受信した応答メッセージが蓄えられたデータに一致し、ＰＵＡへの要求メッセージの伝
達と応答メッセージの受信との間の経過時間が、選択された時間より短い場合に、最も高
いレベルの順守と判定される。応答メッセージが蓄えられたデータと一致せず、およびま
たは要求メッセージの伝達と応答メッセージの受信との間の経過時間が選択された時間よ
り長い場合には、判定される順守レベルは、最も高いレベルの順守と最も低いレベルとの
中間のレベルに選択される。ＰＵＡからの応答メッセージが受信されない場合に、監視シ
ステムは、最も低い順守、あるは順守していないと判定する。
【００５７】
　ある実施の形態では、監視システムはまた、事前決定使用基準を順守する使用者に報酬
を決定およびまたは提供し（ステップ２０６）、およびまたは使用者の順守状態、順守レ
ベルおよびその使用者への報酬の少なくともひとつを示すメッセーシをその使用者に送る
（ステップ２０８）。特に、監視システムは、ＰＵＡの使用が事前決定使用基準を順守し
ているか、およびまたは使用者の順守レベルの判定した後に、引き続いて、ＰＵＡの使用
者への報酬の決定およびまたは提供を行う（ステップ２０６）。監視システムは、続いて
、使用者の順守状態、順守レベルおよびまたは使用者の獲得する報酬を示すメッセージを
使用者に通知する（ステップ２０８）。監視システムが実行するこれらの動作は、図２Ａ
に関連して説明したステップ１０６および１０８の動作と同等であり、以下では詳しい説
明を省略する。図２Ａに連関して説明した実施の形態と同様に、報酬の決定およびまたは
提供（ステップ２０６）、および順守状態、順守レベルおよびまたは報酬を表示するメッ
セージの伝達（ステップ２０８）は、オプションである。さらに、図２Ａに関連して説明
した実施の形態と同様に、ある実施の形態では、報酬の決定およびまたは提供は、使用者
へのメッセージの伝達なしに実行され、一方、他の実施の形態では、メッセージの伝達が
報酬の決定およびまたは提供（ステップ２０６）なしに実行される。
【００５８】
　監視方法およびシステムのある実施の形態では、監視システムは、生体パラメータ、調
査装置の外部の音、調査装置の他の物体との衝突、調査装置の動き、調査装置の使用者個
人との近接、使用者の人体内外に取り付けられた存在表示器または個人識別装置との調査
装置の近接、調査装置に加わる圧力、調査装置の充電、その電力容量、調査装置のドッキ
ングステーションへの結合、調査装置へのデータ入力（たとえばメッセージ）、調査装置
の所在地およびまたは調査装置の所在地の変化、等の１以上のパラメータを監視し、調査
装置の使用者が少なくともひとつの調査基準を順守しているかどうかを判定する。ある実
例となる実施の形態では、監視システムは、使用者の心臓の活動、使用者の脳の活動、使
用者の呼吸活動、使用者の脈拍、使用者の血液酸素動態、腹鳴（胃腸の雑音）、使用者の
足取り、使用者の声、使用者のキー、キーパッドまたはキーボードの使用特性（たとえば
キーストローク認識）、使用者の血管パターン、使用者の顔または耳パターン、使用者の
署名、使用者の指紋、使用者の掌紋または掌形、使用者の網膜または虹彩パターン、使用
者の空気伝達生科学的指標（使用者の「スメルプリント」ということもある）、使用者の
筋肉活動、使用者の体温、調査装置の外部の音、調査装置の動き、調査装置のドッキング
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、その電力容量、調査装置の他の物体との衝突、使用者による調査装置へのデータの入力
、調査装置の所在地およびまたは調査装置の所在地の変化の少なくともひとつを監視して
監視データを生成し、この監視データに基づいて、使用者による調査装置の使用が、少な
くともひとつの事前決定使用基準を順守しているかどうかを判定する。　
【００５９】
　図１Ｂを再び参照すると、生体パラメータ２２２、外部音、存在表示信号、個人識別信
号２２４、ＰＵＡの所在地／ＰＵＡの所在地変化２２６、データ入力およびまたはＰＵＡ
の他の物体との衝突、ＰＵＡに加わる圧力、ＰＵＡの動き、再充電、電力容量、ドッキン
グ２３０の監視が、ＰＵＡ２内で、感知器／検出器１３により、ＰＵＡの処理装置（簡潔
さおよび明確さのため図示せず）と共同動作により実行される。上述のように、ある実施
の形態における感知器／検出器１３は、複数のパラメータを監視する複数の感知器および
または検出器を有している。感知器／検出器１３がＰＵＡ使用者の１以上の生体パラメー
タを監視する実施の形態では、感知器／検出器１３は、使用者の心臓活動を監視するため
の心臓監視、使用者の脳の活動を監視するためのＥＥＧ監視、限定するわけではないが使
用者の呼吸速度を含む使用者の呼吸活動を監視する呼吸監視、脈拍数監視、パルスオキシ
メータ、使用者の腹鳴およびまたは使用者の音声を監視するための音響検出器、使用者の
足取りを表すデータを検出するための、動き感知器または加速度計のような（筋肉活動の
監視にも使用できる）、足取り解析器、入力映像信号の時間変化に基づいて動きを検出す
るために使用するビデオカメラ、使用者の温度を監視する温度感知器、ＥＫＧおよびまた
はＥＥＧを拾い上げるための電極、および使用者の指紋または掌紋を検出するための指紋
または掌紋読取走査装置の１以上を有する。使用者の掌形を検出する場合には、感知器／
検出器１３は、使用者の手の、手の形、指の長さ、指の太さ、指の曲がり、およびまたは
それらのいずれかの部分等の、あらかじめ定められたパラメータを捕らえる光感知器また
は他の映像化装置により構成された装置を有する。使用者のスメルプリントを検出する場
合には、感知器／検出器１３は、電子感知器、化学物質感知器、およびまたは、化学物質
感知器のアレイにより構成され、それぞれの化学物質感知器が特定の臭い物質または他の
生体標識を検出することができるように構成された電子的または化学的な感知器を有する
。使用者の血管パターンを検出する場合には、感知器／検出器１３は、血液パターンまた
は他の組織構造、あるいは使用者の手または他の体の部分の血流または血圧特性を検出す
るため、光または他の放射エネルギを読取走査または映像化する装置を有する。使用者の
顔または耳パターンを検出する場合には、感知器／検出器１３は、ビデオカメラ、光読取
走査装置あるいは顔の１以上の特徴または使用者の耳または他の体の部分の１以上の特徴
を認識するのに十分な他の装置を有する。それらの実施の形態のあるものでは、感知器／
検出器１３は、ＰＵＡ２内または外に取り付けられる。それ以外の場合には、感知器／検
出器１３は、ＰＵＡ２から離れて配置され、そこから、ケーブルを介して、またはＲＦ、
誘導、音響、赤外線または他の無線リンクを介して伝達する。
【００６０】
　ＰＵＡ２の感知器／検出器１３がＰＵＡの外部音２２４を監視する実施の形態では、感
知器／検出器１３は、マイクロホンまたは他の外部音を検出するための適切な音響検出器
のような音響感知器を有する。ある実施の形態では、外部音を監視する感知器／検出器１
３は、検出した外部の音を解析するための処理装置と共同動作する。感知器／検出器１３
により検出された外部音には、限定するわけではないが、環境雑音、ＰＵＡ２の使用者の
衣類または他の外部の物体との摩擦、乗り物の音（エンジン雑音および自動車のドアの開
閉に特有の音等）、使用者の声紋、ＰＵＡの落下、平均的な周囲の雑音レベル等が含まれ
る。感知器／検出器１３が存在表示信号または個人識別信号を信号発信器１４から受け取
る実施の形態では、感知器／検出器１３は、ＲＦ受信器、マイクロホン、光感知器、誘導
ピックアップ、容量ピックアップ、化学物質感知器、または伝導接続等の、信号を受信す
る装置により構成される。
【００６１】
　感知器／検出器１３が使用者のデータ入力２２８（たとえば、メッセージや、そこで動
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作するゲームなどのアプリケーションを使用するような場合などの、ＰＵＡの種々の動作
を制御するための入力）を監視する実施の形態のあるものでは、感知器／検出器１３は、
使用者により入力されるメッセージに加えられる圧力を感知する圧力感知器を有する。こ
れとは別に、または組み合わせて、感知器／検出器１３と、キーロガーのような、ＰＵＡ
の処理装置上で動作してＰＵＡの使用を判定および記録する機能を有する。
【００６２】
　所在地変更２２６を監視する実施の形態では、感知器／検出器１３は、直接または間接
にＰＵＡの所在地の変化を検出する。ＰＵＡの所在地の直接検出は、ＰＵＡの所在地とそ
の時間による変化とを検出することにより行われる。この場合に、感知器／検出器１３は
、ＧＰＳ受信器のような衛星位置測定システム、超広帯域位置検出器、携帯電話位置検出
器、到着位置角度検出器、到着位置時間差検出器、拡張信号強度位置検出器、位置指紋位
置検出器、慣性位置検出器、近距離位置信号受信器または他の適当な位置検出器を有する
。ＰＵＡの所在地変化の間接検出は、ＰＵＡの所在地に直接または間接に関係するあらか
じめ定められたパラメータを検出し、ＰＵＡの所在地の変化が生じたかどうかを、あらか
じめ定められたパラメータの変化から判定する。感知器／検出器１３により検出されるそ
のようなあらかじめ定められたパラメータのひとつとして、ＰＵＡの受信するＲＦ信号の
強度の変化があり、そのような場合には、感知器／検出器１３は、ＲＦ信号受信器を有す
る。所在地変化データが得られる場合に、そのようなデータは、ある実施の形態では、Ｐ
ＵＡが過去に居たかどうか、現在携行されているかどうか、そして何時居たかの判定に利
用される。
【００６３】
　感知器／検出器１３がＰＵＡの他の物体への衝突２３０を監視する実施の形態では、感
知器／検出器１３は、ＰＵＡ２の他の物体への衝突のあらかじめ定められたレベルを測定
する衝突検出器を有する。ある実施の形態では、感知器／検出器１３は、ＰＵＡ２が他の
物体に衝突することにより生じる比較的大きな加速度を検出するための加速度検出器を有
する。
【００６４】
　ＰＵＡに加わる圧力を監視する実施の形態では、ＰＵＡの外周に配置され、またはその
ような外周に機械的に結合された圧力感知器を用い、そのような外周に加わる力を検出す
る。そのような実施の形態のあるものでは、時間の経過およびまたは所在地と共に変化す
る外周に加わる圧力を解析し、ＰＵＡがそこに所在しているか、携行されたのか、および
または使用中およびまたは非使用かの挙動を判定する。
【００６５】
　ＰＵＡの動きを監視するある実施の形態では、ＰＵＡのビデオカメラを動き感知器とし
て使用する。そのような実施の形態のあるものでは、ビデオカメラの出力に提供される映
像データの変化（映像全体またはそのひとつの部分または複数の部分のどちらでも）を処
理して、映像の動き、または時間経過に伴う映像の動きの大きさを判定し、ＰＵＡの並進
または回転移動を検出する。映像の動きまたはそのような動きの大きさを示す運動ベクト
ルを生成する技術は、その分野ではよく知られている。ある実施の形態では、そのような
技術を用いて、ＰＵＡが動いたかどうか、およびまたはそのような動きの大きさを評価す
る。そのような実施の形態のあるものでは、ビデオカメラにより出力される映像データ（
映像全体またはそのひとつの部分または複数の部分のどちらでも）の光強度または色組成
の時間経過に伴う変化を用いて、ＰＵＡの動きを検出する。ＰＵＡの動きを監視するある
実施の形態では、ＰＵＡの高感度光ダイオードのような高感度光装置を、動き感知器とし
て用いる。動きを特徴づける高感度光装置の出力の時間経過に伴う変化は、ＰＵＡが携行
されていることを示すことに役立つ。
【００６６】
　ある実施の形態では、１以上のパラメータとしてまた、たとえば図１Ｃに示すように、
ＰＵＡに残っている電力、ＰＵＡの再充電、およびまたはＰＵＡをドッキングステーショ
ンに結合することによるＰＵＡのドッキング事象を含める。このような実施の形態では、
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監視システムは、ＰＵＡに残っている電力を監視することにより、およびまたはＰＵＡの
ドッキングステーションへのドッキングを監視することにより、監視されたデータを生成
する。ＰＵＡのドッキングが監視される実施の形態では、監視システムは、ＰＵＡがドッ
キングステーションに結合されている時間の長さ、ＰＵＡがドッキングステーションに結
合されている間の時間周期、ＰＵＡがドッキングされた時刻、ＰＵＡがドッキングステー
ションから外された時刻、ＰＵＡがドッキングステーションに結合されているかどうか、
およびまたはＰＵＡがドッキングステーションに最後にドッキングされてからの経過時間
を監視する。
【００６７】
　監視システムによる１以上のパラメータ２２２～２３０の監視では、上述したように、
少なくともＰＵＡが１以上の方法で携行されおよびまたは使用されているかどうか、を示
す監視データを生成する。たとえば、監視項目として使用者の１以上の生体パラメータの
監視を含む場合には、監視データは、少なくとも、監視している生体パラメータが検出さ
れたか否かを示している。同様に、ＰＵＡの所在地変化、外部音、データ入力、圧力、動
き、光の変化およびまたはＰＵＡの他の物体との衝突を監視する場合には、監視データは
、少なくとも、それらのパラメータのいずれかが検出されているか否かを示すデータを含
んでいる。ＰＵＡ内でそれらのパラメータの１以上が検出されていることを示す監視デー
タは、ひいては、ＰＵＡが携行され、およびまたは使用されたことを示す。一方、１以上
の監視パラメータのいずれの検出も欠いていることを示す監視データは、ＰＵＡが携行さ
れなかったか、あるいは使用されなかったことを示す。
【００６８】
　ある実施の形態では、生成された監視データは、少なくとも、ＰＵＡが充電されたか否
か、およびまたはＰＵＡがあらかじめ定められた時間パラメータにしたがってドッキング
ステーションにドッキングされたか否かを示す。ＰＵＡの電力充電を監視する場合には、
監視データは、少なくとも、ＰＵＡが充電されたか否かを示すデータを含み、ある実施の
形態では、監視データは、ＰＵＡに残っている電力容量があらかじめ定められた最小値よ
り大きいかどうかを示す。監視項目としてＰＵＡのドッキングステーションへのドッキン
グの監視を含む場合には、監視データは、少なくとも、ＰＵＡがいずれかの時間にドッキ
ングステーションにドッキングされたか否かを示し、いくつかの実施の形態では、監視デ
ータは、ＰＵＡがあらかじめ定められた時間にわたりドッキングステーションにドッキン
グされたか否か、ＰＵＡがドッキングされた場合には、何時およびまたはどれだけの時間
にわたりドッキングされたか、の１以上を示す。これらの実施の形態で生成された監視デ
ータは、ＰＵＡの使用がＰＵＡの再充電およびまたはＰＵＡのドッキングのための基準を
順守していたかどうか、の判定に使用することができる。
【００６９】
　ある実施の形態では、監視データには、ＰＵＡ使用者の同一性の確認に使用することが
できるデータが含まれる。たとえば、使用者の１以上の生体パラメータを感知器／検出器
により監視すると、監視データには、使用者の心拍数または他の心臓活動またはパラメー
タ、ＥＥＧ、血液酸素動態、呼吸速度または他の呼吸活動またはパラメータ、腹鳴、足取
り、声、声の解析、キー、キーパッドまたはキーボードの使用特性指紋、掌紋、掌形、心
拍、網膜または虹彩パターン、臭覚特性または他の生体標識、筋肉活動のパターン、血管
パターン、顔または耳パターン、署名、およびまたは１回またはあらかじめ定められた周
期で複数回検出された体温の１以上を示すまたは関連するデータが含まれる。他の例とし
て、ＰＵＡの所在地変化を監視する場合には、監視データに、ＰＵＡの特定の所在地また
はその変化に関するデータ、およびまたは、あらかじめ定められた時間の間に１回または
複数回検出されたＰＵＡの特定のＲＦ信号強度に関するデータを含むことができる。
【００７０】
　ある実施の形態では、感知器／検出器１３が、使用者からのディジタル手書き署名の入
力に使用されるディジタル手書きタブレットを有し、ＰＵＡを使用しているのが誰である
かを評価する。公知の手書き識別技術に従って、蓄積装置５０が署名認識ソフトウェアを
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蓄積し、この署名認識ソフトウェアが処理装置３０を制御して、ディジタル手書きタブレ
ットにより入力された現在の使用者の署名を、正しい使用者の手書き署名として蓄えられ
たテンプレートと比較して、一致するかどうかを判定する（明確さおよび簡潔さのため、
蓄積装置および処理装置は図示しない）。一致処理の結果に基づいて、現在の使用者の署
名が蓄えられたテンプレートにより表現される署名と一致するかどうかを示すデータを生
成し、ＰＵＡの現在の使用者を評価する。使用者の署名のテンプレートは、署名認識ソフ
トウェアの練習モードで生成される。すなわち、使用する可能性のあるそれぞれの使用者
が、ディジタル手書きタブレットを用いて１以上の署名を入力し、それらの署名からＰＵ
Ａの処理装置によりテンプレートを生成し、ＰＵＡの蓄積装置内に蓄える。そのような実
施の形態のあるものでは、ＰＵＡが、ノートを持っているような使用者の利益となる機能
を可能とするために、ディジタル手書きタブレットを有しており、その場合には、専用の
ディジタル手書きタブレットを設ける必要はない。
【００７１】
　ある実施の形態では、感知器／検出器１３はマイクロホンを有し、声紋認識技術を利用
して、ＰＵＡ２の使用者が誰であるかを評価する。公知の声紋認識技術に従って、ＰＵＡ
の蓄積装置が音声認識ソフトウェアを蓄積し、この音声認識ソフトウェアがＰＵＡの処理
装置を制御して、マイクロホンにより入力された現在の使用者の音声を、１以上の可能性
のある使用者の音声について蓄えられた声紋と比較し、一致するかどうかを判定する。一
致処理の結果に基づいて、現在の使用者の音声が、蓄えられた声紋のいずれにより表され
る音声と一致するかを示すデータを生成し、ＰＵＡの現在の使用者が誰であるかを評価す
る。１以上の可能性のある使用者の声紋は、音声認識ソフトウェアの練習モードで生成さ
れる。すなわち、可能性のあるそれぞれの使用者がＰＵＡのマイクロホンに話してデータ
を生成し、そのデータからＰＵＡの処理装置により声紋を生成し、ＰＵＡの蓄積装置に蓄
える。そのような実施の形態のひとつでは、使用者の声紋を、監視システムからの要求メ
ッセージに応答して、使用者が携帯電話としてのＰＵＡで音声呼の電話をかけるときに抽
出する。そのような実施の形態の別のものでは、ＰＵＡの処理装置は、そのマイクロホン
の出力から連続的に声紋を抽出し、あるいは、あらかじめ定められた時間または間隔で、
携帯電話としてのＰＵＡを用いて電話呼を行ったとき、またはＰＵＡのマイクロホンの出
力が誰かが話していることを示しているとき（たとえば、出力の強度により、およびまた
はその時間およびまたは周波数特性により示される）に、声紋を抽出する。抽出した声紋
は、蓄えられた声紋と比較し、ＰＵＡを使用している人が誰であるかを評価する。
【００７２】
　ある実施の形態では、感知器／検出器１３は、ビデオカメラのような映像化装置や、Ｃ
ＣＤまたは光ダイオード配列により実現されるライン・スキャナのような他の放射エネル
ギ検出器を有する。これを、虹彩、網膜、使用者の顔の全体または一部の映像、指、手の
ひら、手または耳のような、使用者の物理的特徴の映像化または走査線読取によるデータ
の入力に用い、ＰＵＡ２の使用者が誰であるかを評価する。虹彩または網膜映像の場合に
は、入力データを処理して、虹彩または網膜パターン符号を抽出する。顔の映像の場合に
は、処理により、顔の骨格構造を表す特徴セットのような、使用者に特有のデータを抽出
する。指、手のひらまたは手の映像の場合には、処理により指紋または掌紋を抽出するか
、または他の掌形または組織血管構造のような特徴データを抽出する。公知のパターン認
識技術に従って、ＰＵＡの蓄積装置がパターン認識ソフトウェアを蓄積し、このパターン
認識ソフトウェアがＰＵＡの処理装置を制御して、映像化装置により入力された現在の使
用者の虹彩または網膜パターン符号、顔署名または特徴セット、またはその他の特徴デー
タを、蓄えたパターン符号、署名、特徴セット、または他の特徴データと比較し、この場
合であれば、一致するものがあるかを判定する。このような特徴データは蓄積装置５０に
蓄えられるか、または、別の装置、システム、あるいは処理設備に蓄えられる。一致処理
の結果に基づいて、データをパターン認識ソフトウェアの制御の下で動作するＰＵＡの処
理装置により生成し、ＰＵＡの現在の使用者が誰であるかを評価する。可能性のあるそれ
ぞれの使用者のパターン符号、署名、特徴セット、または他の特徴は、パターン認識ソフ
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トウェアの練習モードで生成される。すなわち、可能性のある使用者の適切な物理的特徴
を映像化装置を使用して１回または複数回映像化または読取走査し、ＰＵＡの処理装置に
より所望のデータを生成して、ＰＵＡの蓄積装置に蓄える。ある実施の形態では、関連す
る物理的特徴を複数の異なる方向から読取走査または映像化し、所望のデータを生成する
。上述した実施の形態のあるものでは、ＰＵＡ（たとえば携帯電話）に、ディジタル写真
またはビデオ映像化のような使用者の利益となる機能を可能とするためのディジタルカメ
ラが設けられており、その場合には、専用の映像化装置または読取走査装置を設ける必要
はない。
【００７３】
　ある実施の形態では、キーボード・ダイナミックス技術を使用し、使用者が誰であるか
を評価する。公知のキーボード・ダイナミックス技術に従って、ＰＵＡの蓄積装置がキー
ストローク監視ソフトウェアを蓄え、このキーストローク監視ソフトウェアがＰＵＡの処
理装置を制御して、使用者がどれだけ長くＰＵＡ２のキー１１ａを押さえつけるか、ひと
つのキーストロークと次との間の遅れ（「レイテンシー」として知られている）、デリー
トキーのような特定のキーの使用頻度等を示すデータのような、特徴的キーストローク・
パラメータを収集する。他のパラメータとして、タイプ速度や、使用者が使用するキーの
組み合わせ（キーボード・ショートカット等）の使い方を、処理装置により監視すること
もできる。これらのパラメータを公知の方法で処理して、使用者のキー使用スタイルを特
徴付ける特徴セットを生成し、この特徴セットを、１以上の可能性のある使用者のスタイ
ルを表現する蓄えられた特徴セットと比較する。この比較の結果に基づいて、現在の使用
者のキー使用スタイルが、蓄えられた特徴セットにより表される可能性のある使用者の１
人のものと一致するかどうかを示すデータを生成し、ＰＵＡの現在の使用者が誰であるか
を評価する。可能性のある使用者の使用スタイルを表す特徴セットは、ソフトウェアの練
習モードで生成される。すなわち、可能性のあるそれぞれの使用者がＰＵＡの１または複
数のキーを使用してデータを生成し、このデータから、ＰＵＡの処理装置により特徴セッ
トを生成して、ＰＵＡの蓄積装置に蓄える。
【００７４】
　ある実施の形態では、感知器／検出器１３が加速度計のような動き検出装置を有し、こ
の動き検出装置が、ＰＵＡ２の動きに関連するデータを生成する。このデータを使用して
、ＰＵＡ２の動き、およびその携帯電話を携行する人の足どりを特徴付ける特徴セットを
生成する。公知の足どり識別技術に従い、ＰＵＡの蓄積装置がパターン認識ソフトウェア
を蓄え、このパターン認識ソフトウェアがＰＵＡの処理装置を制御して、現在の使用者の
足どり特徴セットを、可能性のある使用者の各人の足どりを表す蓄えられた１以上の参照
特徴セットと比較し、一致するものがあるかどうかを判定する。一致処理の結果に基づい
て、現在の使用者の足どりが、蓄えられた特徴セットにより表される足どりと一致するか
どうかを示すデータを生成し、ＰＵＡの現在の使用者が誰であるかを評価する。可能性の
ある使用者のそれぞれの足どりを表現する特徴セットは、パターン認識ソフトウェアの練
習モードで生成される。すなわち、可能性のあるそれぞれの使用者がＰＵＡを携行して歩
き回り、その一方で動き検出装置がデータを生成する。このデータから、ＰＵＡの処理装
置が参照特徴セットを生成し、ＰＵＡの蓄積装置に蓄える。このような実施の形態のある
ものでは、ＰＵＡが、ゲーム用入力またはスクロールコマンド入力のような使用者の利益
となる機能を可能とするための入力装置を有しており、そのような場合には、感知器／検
出器１３として専用の加速度計を設ける必要はない。
【００７５】
　そのような実施の形態のあるものでは、多数の装置およびパターン認識技術を使用して
、単独のパターン認識技術を用いて可能となる以上に正確で信頼性のある使用者の識別を
行うことができる。ある実施の形態では、１以上のそのようなパターン認識技術、または
他の受動データ収集技術を用いて、使用者が誰であるかを評価する。そのような検出は、
監視された特徴セットが、可能性のあるそれぞれの使用者の特徴を表す蓄えられた特徴セ
ットから異なるとＰＵＡの処理装置より判定された総数に基づいて行うことができる。処
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理装置が使用者の識別を示すデータを生成するとき、ある実施の形態では、処理装置がＰ
ＵＡのスピーカ、イヤホンまたは視覚表示器を制御し、使用者に、使用者を積極的に識別
するための応答を要求するメッセージを提示するか、あるいは、処理装置が通信部を介し
て監視システム（明確さおよび簡潔さのため図示せず）に、メッセージを使用者に提示す
べきであることを示すメッセージを送信する。後者の場合、監視システムは、処理装置か
らのそのようなメッセージに応答して、使用者への提示のためのメッセージをＰＵＡに送
り、使用者からの適切な応答を要求する。このときの使用者からの応答により、処理装置
または監視システムのいずれかにより、使用者が誰であるかを判定することができる。そ
のようなメッセージに対する使用者の応答を使用して、使用者が誰であるかを判定する。
【００７６】
　ある実施の形態では、使用者に利益をもたらす機能を実行するＰＵＡの使用に関するデ
ータを、監視システムにより収集する。特に、ＰＵＡのそのような使用に関するデータの
収集は、ＰＵＡの使用を監視してＰＵＡ内に使用データを生成し、その使用データをＰＵ
Ａから使用データ処理設備に伝達することにより行う。この実施の形態を図３に実例とし
て示す。これは、特に、通信機能を有するＰＵＡを、使用者がどのように使用しているか
、に関する市場データの収集に有用である。ここで対象としている通信機能を有するＰＵ
Ａとしては、携帯電話、ＰＤＡ、ノート型およびラップトップ型コンピュータ、Ｂｌａｃ
ｋｂｅｒｒｙ装置、ＰＣＳ装置、双方向無線機はもちろん、装置間通信または無線通信可
能な他の種類のＰＵＡ等がある。
【００７７】
　図３に示すように、監視システムは、使用者のＰＵＡの使用を監視し（ステップ２８０
）、その監視に基づいて、ＰＵＡ内に使用データを生成する（ステップ２８２）。図１Ｂ
に示す監視システムを使用する場合には、ＰＵＡの使用について監視を、ＰＵＡの実行す
る１以上の機能を検出する感知器／検出器１３により実行する。たとえば、ＰＵＡが文章
メッセージを生成して他のＰＵＡに伝達する機能を有する場合であれば、ＰＵＡ２内の感
知器／検出器１３が、いつ使用者が文字メッセージを生成およびまたは伝達するかを検出
し、文章メッセージの生成および伝達に関する使用データをＰＵＡ２内で生成する。その
ような実施の形態のあるものでは、感知器／検出器１３の動作をＰＵＡの処理装置により
実行する。ＰＵＡの処理装置は、感知器／検出器１３の動作の他にも、付加的な動作を実
行することができる。
【００７８】
　ＰＵＡ２内に生成される使用データは、少なくとも、ＰＵＡ機能の動作により生成され
る内容に関するデータを含む。ある実施の形態では、使用データはまた、使用されたＰＵ
Ａの機能のタイプを示すデータ、ＰＵＡ機能の使用の時を示すデータ、ＰＵＡ機能の使用
時間長を示すデータ、および、もしあるなら、ＰＵＡを使用してのメッセージの送信また
は受信を行う通信の使用に関するデータの少なくともひとつを含む。ＰＵＡによる通信の
使用に関するデータは、メッセージが通信される時間、メッセージのサイズおよびまたは
メッセージの宛先に関するデータを含む。宛先に関するデータとは、受け取り側の電話番
号、電子メールアドレスおよびまたはＩＰアドレス等である。ＰＵＡ機能の使用により生
成される内容に関するデータは、生成された内容の主題に関するデータ、およびまたは内
容に含まれる単語、フレーズ、名前またはコンセプトに関するデータを含む。このような
データとしては、たとえば、「決まり文句」がある。決まり文句は、広告主および販売者
が、消費者のメディアおよび広告内容に対する経験および反応を叙述するものとして、価
値を見出すような単語、用語またはフレーズを含んでいる。「退屈」と「エキサイティン
グ」、「必須」と「不要」のような単語対の選択を含むこともできる。さらに、「高品質
」と「良質」と「許容できる」と「低品質」と「許容できない」、「まったく興味がない
」と「少し興味がある」と「購入を考えてもよい」と「購入したい」と「購入を予定して
いる」と「絶対購入する」のように、序列（順序）を計るような語またはフレーズを含む
こともできる。
【００７９】
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　ＰＵＡ内に生成された使用データは、この後、使用データ処理設備に伝達される（ステ
ップ２８４）。使用データ処理設備は、図１Ｂに示す処理装置５のような処理装置を有す
る。処理設備は、使用データを受け取って処理し、種々の傾向に関する傾向データを生成
する。処理設備により生成される傾向データは、限定するわけではないが、ＰＵＡ機能の
使用の時間、頻度およびまたは方法、使用者によるＰＵＡ機能の好み、特定の慣用句の使
用、名前、ブランドおよびまたはコンセプト、特定のエリアコード、ＩＰアドレスおよび
または電子メールサービスの通信、およびＰＵＡの使用に関する他の傾向を含む。
【００８０】
　ある実施の形態では、ＰＵＡは、少なくとも他のひとつのＰＵＡと通信を行うための通
信部を有し、ＰＵＡの使用を監視する方法およびシステムは、ＰＵＡの通信部によるメッ
セージの通信を検出し、メッセージの内容に関する監視データを提供し、監視データに基
づいて使用者によるＰＵＡの使用の少なくともひとつの傾向を表現する傾向データを提供
する。これらの実施の形態を図４に示す。図４は、監視システムにより実行される動作の
流れ図を示す。
【００８１】
　この実施の形態において、ＰＵＡは、通信インタフェースを用いて、他のＰＵＡと通信
を行う。図１Ｂに示すように、ＰＵＡ２は、通信部をインタフェース９の形態で有し、通
信部７を使用して通信することができる。この場合に、他のＰＵＡもそれぞれ、通信部７
に結合される対応するインタフェースを有し、そのようなＰＵＡがそれぞれ、通信部７を
介して他のＰＵＡと通信することができる。
【００８２】
　ここで図４を参照すると、ＰＵＡのインタフェースが他のＰＵＡまたは他の装置とメッ
セージを通信するとき、メッセージの通信がＰＵＡ内で検出される（ステップ２９０）。
図１Ｂに示すＰＵＡ２を用いる場合、感知器／検出器１３を、ＰＵＡ２によるメッセージ
通信の検出に使用する。そのような実施の形態のあるものでは、感知器／検出器１３の動
作が、それ以外の動作も実行する処理装置により提供される。ある実施の形態では、ＰＵ
Ａのインタフェースと他のＰＵＡまたは装置との間の接続を検出することにより、ＰＵＡ
による通信を検出する。他の実施の形態では、インタフェースから送信またはインタフェ
ースにより受信したデータを検出することにより、ＰＵＡによる通信を検出する。
【００８３】
　ＰＵＡによるメッセージの通信を検出すると、それに関連する監視データを収集する（
ステップ２９２）。監視データは、通信の主題およびまたは通信内でのあらかじめ選択さ
れた語、名前、コンセプトまたはイメージの使用のような、メッセージの内容を表現する
データを少なくとも含む。ある実施の形態では、監視データは、通信の時、通信の期間、
メッセージの長さまたはサイズ、メッセージのタイプ（たとえば電子メール、音声、文章
メッセージ等）、およびメッセージの送信者およびまたは受信者の１以上のデータを含む
。この監視データを処理し（ステップ２９４）、使用者によるＰＵＡの少なくともひとつ
の使用傾向を判定し、少なくともひとつの使用傾向に関連する傾向データを提供する。図
１Ｂに示す監視システム１を使用する場合には、監視データをＰＵＡ２内で処理して傾向
データを提供してもよく、最初に通信部７を介して処理装置５に伝達し、その後に処理装
置５で処理して傾向データを提供してもよい。監視データに基づいて提供された傾向デー
タは、使用者により使用されたＰＵＡ機能、使用者の送信または受信したメッセージのタ
イプ、使用者によるメッセージの送信または受信の頻度、メッセージ通信の時刻、通信の
時間、メッセージの送信社および受信者、およびメッセージの内容の少なくともひとつに
関するデータを含んでいる。
【００８４】
　監視システムにより提供される傾向データは、この後、ＰＵＡ内または外部蓄積装置の
いずれかに蓄えられる。図１Ｂの監視システム１では、傾向データを、少なくともひとつ
のＰＵＡ２または蓄積装置６に蓄える。傾向データがＰＵＡ２内に蓄えられる場合には、
このデータをその後に、監視システム１の蓄積装置６のような外部蓄積装置に伝達するこ
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【００８５】
　図６および図７に示し上述した実施の形態で提供される傾向データは、市場調査データ
として使用することができ、使用者の好みを判定することができる。使用者の好みには、
使用者のＰＵＡ機能に関する好みも含まれる。したがって、たとえば、傾向データを使用
して、ＰＵＡのどの機能がどの使用者により最も頻繁に使用されるかを判定し、ＰＵＡ製
品の将来のバージョンでどの機能を除去または付加するかを判定することができる。傾向
データにＰＵＡ使用者の通信の内容の傾向に関するデータを含む実施の形態では、傾向デ
ータを使用して、特定の製品、ブランド、人またはコンセプトの流行または成功を判定し
、特定の製品、サービスまたはブランドがどれだけ市場に受け入れられているかを確認す
ることができる。
【００８６】
　本発明の種々の実施の形態について、部品、特徴等の特定の構成を参照して説明したが
、これらはすべての可能な構成または特徴の排除を意図したものではなく、当業者にとっ
ては、実際に、多くの他の実施の形態、変形および変種が可能である。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】



(24) JP 5519278 B2 2014.6.11

【図２Ａ】 【図２Ｂ】
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【図４】
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